（調書記載要領）
1 　「職種」欄には、その者の有する技能に係る職種名を記入すること。

2 　「氏名」欄には、住民票に記載されている字体で氏名を記入し、ふりがなを付すこと。

3 　「生年月日」欄の（　）内には、11月１日現在の年齢を記入すること。

4 　「本籍」欄には、都道府県名及び市町村名を記入すること。

5 　「現住所」及び就業地の「所在地」欄には、番地まで略さず記入すること。

※　必ず住民票等で確認し、誤りのないよう特に注意すること。

6 　「職歴」欄には、職歴について、就業先事業所の名称、職場における職務内容、地位、役職等の異なるごとに記入すること。

7 　「在職期間」欄には、その職の始期と終期を記入すること。また、現職については11月１日をもって終期とすること。

8 　「在職年月数」欄には、月単位で計算した在職年月数を記入すること。ただし、月の途中で就職した場合の計算は、月の15日以前であるときは１日に、16日以降であるときは翌月１日に就職したものとして計算する。
また、月の途中で離職した場合の計算は、月の15日以前である場合には前月末に、16日以降であるときは、月末に離職したものとして計算する。
9  　「重複を除く年月数」欄には、表彰に係る技能職種に従事していた期間の合計を記入すること。ただし、同一の時期に２以上の職にあった期間を一方の職から除外すること（重複がないよう注意）。

10 　「受賞歴」欄には、表彰、感謝状等の受賞年月日及び事由を記入すること。（技能に関連して受けたもののみ記入すること。）
11 　「免許、資格等」欄には、その者の有する免許、資格、特許、実用新案等の種類と取得年月日を記入すること。（本表彰と直接関連がない、例えば「普通自動車運転免許」等は記入しないこと。）
12 　グループで表彰を申請する場合は、調書、推薦理由書はグループにつき作成すること。その際、「氏名」欄には全員の氏名を記入すること。「生年月日」「本籍」「現住所」欄の記入は省略する。「職歴」欄は、全員につき入社から１１月１日現在の在職期間等を記入すること。履歴書はグループ構成員それぞれに作成すること。
13 　「優秀と認められる技能・発明の概要」欄には、その者の有する技能・発明の概要、功績・貢献の概要及び後進指導育成の概要を、それぞれ具体的に記入すること。
　ただし、特許登録、実用新案登録、品種登録等により表彰の申請をする場合には、「技能・発明の概要」「功績・貢献の概要」欄を記入し、「後進指導育成の概要」「現役性」欄の記入は省略する。
また、調書の記載事項のうち、専門用語等の一般的でない用語、難しい用語については、別紙様式「語句説明」により読み方、意味内容について整理し、提出すること。
なお、「優秀と認められる技能の概要」の欄について、一葉で記入することが困難な場合には、二葉以上になっても構わないこと。ただし、すべての葉に「職種」「氏名」を記入し、最後の葉に「過去の推薦回数」「推薦者（推薦月日、推薦者氏名、所在地、電話番号）」の各欄を設け、記入すること。
14 　「現役性」欄には、その者が現役の技能労働者であるかを確認するため、その者の有する技能に関連した職種に係る１日平均の就業時間等を記入すること。

15 　「過去の推薦回数」欄には、その者を過去において卓越技能者知事表彰候補者として推薦したことのある年度及び合計回数を記入すること。

16 　本調書は、被表彰者の選考のための基本票となるので、できるだけ詳細かつ簡潔に記入するように努め、「別添」「資料参照」といった形式は避け、できるだけこの中で説明すること。

また、各項目につき、誤記、記載漏れ等がないよう十分精査すること。

なお、提出書類に不備、不明な点がある場合には補正を求める場合がありますので御留意願います。
